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第 1 章 長岡市環境基本計画について 

 

１ 環境基本計画の概要 

市では、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、

平成８年２月に「長岡市環境基本計画」(目標期間：平成８年度から 17 年度まで)を策

定しました。 

社会情勢の変化を考慮してこれまでに計画の見直しを３度行い、現在は、「第４次長

岡市環境基本計画（平成 30 年３月策定）」に沿って、様々な施策を推進しています。 

 

２ 計画の進行管理 

「長岡市環境基本計画」に掲げた施策の推進にあたり、市では以下の方法で計画の

進行管理を行っています。 

(1) 審議会等による進行管理 

ア 長岡市環境審議会の開催 

市民、事業者、学識経験者等で構成される本審議会において、「長岡市環境基本

計画」の改定や「環境に関する年次報告書」などについて、公正かつ専門的な立

場から審議します。 

イ 庁内連絡会議の開催 

市の内部組織である本会議において、「長岡市環境基本計画」等に係る計画の進

行管理について全庁的な総合調整を行います。 

(2) 年次報告書の公表 

「長岡市環境基本条例」に基づき、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関

する施策の実施状況をまとめた「環境に関する年次報告書」を毎年作成し、公表

しています。 

    なお、本報告書は令和元年度の実施状況についてまとめたものです。 
 

３ 市と持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

市では、良好な環境を保全・創造し、将来世代へ引き継ぐことを基本理念にＳＤ

Ｇｓの視点を踏まえた環境に関する各施策を推進し、持続可能な社会の実現を目指

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国連広報センターホームページ 

17のゴールと各ゴールごとに設定された169

のターゲットから構成され、気候変動、生物多様

性等環境と大きな関わりのある項目のほかに、持

続可能な消費と生産、教育、雇用等の環境とは関

係のなさそうな分野についてもゴールが掲げら

れています。  

これは、ＳＤＧｓは環境が全ての根幹にあると

いう考えの下、相互に関係する複数の目標を総合

的に解決することにより、持続可能な社会の実現

を目指しています。 

持続可能な開発目標（SDGｓ） 
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４ 施策の体系図 
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① 地球温暖化緩和策の推進
(1) 地球温暖化対策の推進

② 地球温暖化適応策の推進

ごみの減量と資源循環の ① ３Rの推進
(2)

推進 ② 省資源対策の推進

① 森林等自然の保全

(3) 自然環境の保全と活用 ② 農地、田園・里山の保全と活用

③ 自然とのふれあいの推進

① 野生鳥獣の適切な管理

① 土壌・地下水汚染状況の把握
(7) 土壌環境の保全

② 地下水保全対策の推進

(4) 生物多様性の保全・管理
② 貴重な生物の保全

① 大気汚染物質の発生抑制の推進
(5) 大気汚染・悪臭の防止

② 悪臭の発生抑制の推進

① 生活排水・事業場排水対策の推進

(6) 水質汚濁の防止 ② 河川の水質浄化対策の推進

③ 水質監視体制の充実

(9) 化学物質による環境汚染 ① 化学物質に係る情報の提供

の防止 ② 環境中の化学物質のモニタリング調査

① 工場等の騒音・振動対策

(8) 静けさの保持 ② 近隣騒音対策

③ 交通騒音対策

① 都市緑化の推進
快適で魅力的なまちの

(11) ② 水辺空間の整備
創造

③ 景観まちづくりの推進

環境に配慮した土地利用 ① 適正な土地利用
(12)

と開発の推進 ② 自然環境と調和する開発

① 一般廃棄物対策

(10) 廃棄物の適正処理 ② 産業廃棄物対策

③ ごみの不法投棄の防止と環境美化対策

Ⅴ
協働で良好な環境を

未来につなぐ人づくり

① 啓発事業の推進

(13) 人づくりの推進 ② 環境教育の推進

③ 環境情報の収集と提供

(14)
① 市民、事業者、NPO等の
  取組の推進

Ⅰ
低炭素・

資源循環型のまち

望ましい環境像

Ⅱ
人と自然が

共生するまち

Ⅲ
環境汚染のない

安全なまち

Ⅳ
心の豊かさが

感じられる快適で
魅力的なまち


